
項番 分野 業務区分 省庁 質問・意見 委員名

1 全般 制度所管省庁

特に新たに追加する分野、業務区分は、資格就労から特定技能１号、特定技能２号への移行について、どのような水準の技能を身につけたときに次
の資格に移行が可能となると考えているでしょうか。例えば、リネンサプライ分野、物流倉庫分野、鉄道分野のうち駅・車両清掃などの分野・業務
区分を設けるとすれば、特定技能１号や２号にどこまでの技能・専門性等を求めるのかのレベル感を、現実的で、具体的なものとすることが必要と
考えます。基本方針では、２号特定技能外国人について想定する技能について、「現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又は
それ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を
統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう」としていますが、上記のような新たな分野・業務区分で、このような水準の技能
を形式的に要求することが困難な場合もあると考えます。他方で、人手不足の現状がある中では、育成就労から特定技能１号に移行して「相当程度
の知識又は経験を必要とする技能」（基本方針）を身につけている者については、２号に移行できる現実的で具体的な条件を設定していくことが必
要と考えます。この点、あらかじめその現実的で具体的なレベル感を定めるべきであり、２号への移行は事実上できない、この分野や業務区分は育
成就労ないし特定技能１号までで帰国せざるを得ないということにならないようにすべきと考えます。

市川委員

2 全般
制度所管省庁
経済産業省
(製造産業局総務課）

既存分野に新たな業務区分を追加することについては、まず、同一の業務区分の中で、主たる業務を複数設定するなどの方法が可能であるかを検討
するべきと考えます。業務区分は、作業する対象の物の種類と作業の内容の二つの点に着目していくらでも細分化が可能ですが、これまで特定技能
で考えられていたように、最低限共通する基本的な技能を身につけた者であれば、同一の業務区分の中で就業することが可能であると考えられ、ま
た、育成就労において同一の業務区分の中で主たる業務を複数観念することができるという枠組みを採用しうるとするのであれば、これまでの技能
実習の作業区分や産業分類などに応じて業務区分を細分化するのではなく、基本的な技能が共通するものについては同一の業務区分として設定すべ
きと考えます。異なる業務区分間では本人意向の転籍ができないことも考えると、業務区分の細分化による追加は慎重に考えるべきです。このよう
な視点から、工業製品製造業分野などの新規業務区分の追加もその数を絞り込むことができないかを検討すべきと考えます。

市川委員

3 全般 制度所管省庁

育成就労において、同一の業務区分の中に主たる技能を複数設定し、それぞれの主たる技能に対応する必須業務を設定した場合、同一の業務区分の
中であれば、異なる主たる技能の就労機関であっても本人意向の転籍は可能であるということで間違いないでしょうか。また、運用においても、主
たる技能が異なるからといって、業務区分が同一であれば必要とされる基礎的な能力は同一であると考えられるので、本人意向の転籍においてもそ
の許否の判断に当たって不利な事情と解するべきではないと考えますがいかがでしょうか。

市川委員

4 全般 制度所管省庁

育成就労において、同一の業務区分の中に主たる技能を複数設定しうるとした場合、主たる技能を細分化しすぎることは、かえって育成就労におい
て身につける基礎的技能を限定的なものにしかねない場合がありうるので、慎重に考えるべきです。例えば、技能実習では同じトマト栽培でもビ
ニールハウスでの育成は「施設園芸」、露地ものは「畑作・野菜」と作業区分が区別され、別々に育成就労計画で主たる業務として観念されてし
まっています。

市川委員

5 全般 制度所管省庁
第４回の検討事項ではありませんが、労災の発生率の一覧を拝見すると、労災発生率の高い業種については、より具体的な労災防止策（機械操作等
における注意点の⽇本語及び⺟語での講習の実施などを育成就労計画に盛り込むこと、職場の掲⽰等について⺟語を含めた記載を行うことなど）を
とることを育成就労の上乗せ要件とすることなどの検討をするべきと考えます。

市川委員

6 自動車整備 車体整備
国土交通省
(物流・自動車局自動車整備課)

これまで存在した自動車整備の業務区分から車体整備の業務区分を切り出して、別の業務区分とすることには消極意見です。このように業務区分を
細分化すると、育成就労や特定技能が同一の業務区分内での転籍しか認めないとしていることとの関係で、転籍先が限定され、転籍が事実上困難に
なることが考えられます。業務区分は、作業する対象の物の種類と作業の内容の二つの点に着目していくらでも細分化が可能ですが、これまで特定
技能で考えられていたように、最低限共通する基本的な技能を身につけた者であれば、同一の業務区分の中で就業することが可能であると考えら
れ、また、育成就労において同一の業務区分の中で主たる業務を複数観念することができるという枠組みを採用しうるとするのであれば、なおさ
ら、このように業務区分を細分化していくべきではないと考えます。

市川委員

令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定産業分野及び育成就労産業分野（業務区分）に対する有識者会議構成員からの質問・意見【事前質問】一覧 第４回会議 机上配付資料②

1 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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7 飲食料品製造業 水産加工業
水産庁
（漁政部加工流通課）

これまで存在した飲食料品製造業の業務区分から水産加工業の業務区分を切り出して、別の業務区分とすることには消極意見です。このように業務
区分を細分化すると、育成就労や特定技能が同一の業務区分内での転籍しか認めないとしていることとの関係で、転籍先が限定され、転籍が事実上
困難になることが考えられます。水産加工業については、受け入れ先が地方に集中しやすい傾向があると考えられ、とすると、地方からの転籍を防
止するために業務区分を細分化しているのではないかとも考えられます。業務区分は、作業する対象の物の種類と作業の内容の二つの点に着目して
いくらでも細分化が可能ですが、これまで特定技能で考えられていたように、最低限共通する基本的な技能を身につけた者であれば、同一の業務区
分の中で就業することが可能であると考えられ、また、育成就労において同一の業務区分の中で主たる業務を複数観念することができるという枠組
みを採用しうるとするのであれば、なおさら、このように細分化するべきではないと考えます。

市川委員

8 飲食料品製造業 水産加工業
水産庁
（漁政部加工流通課）

飲食料品製造業分野における水産加工業の業務区分の切り分けは妥当である。
水産加工業は、原材料（魚介藻類）かつ加工食品の種類が多様であり、それに対応した選別（魚種や鮮度等）・加工・処理技術（調味・味付け等の
方法も豊富）を必要とするからである。
また、水産加工業は、作業場が生臭い・寒い（鮮度を保つために低温）等といった労働環境もあり、他の食品製造業よりも敬遠される傾向にある。
業務区分を切り分けることで、外国人材に仕事内容がはっきりと伝わるようになり、ミスマッチの防止にもつながるのではないか。人材確保の面で
の効果も期待できる。

⿊⾕委員

9 全般 全般 制度所管省庁
今般、新規に追加を申請中の３分野に加え、これまで認められた特定産業分野における労働分配率、平均賃金（勤続年数／年齢別）、正規／非正規
割合についてデータを⽰されたい。また、今般、新たに追加を申請中の３分野について、⽇本語教育に関する取組計画について⽰されたい。

是川委員

10 全般 全般 制度所管省庁 今般、新規に追加を申請中の３分野、及び業務区分の変更を申請している分野につき、今回の申請までの審議、検討過程を⽰されたい。 是川委員

11 全般 全般

制度所管省庁
厚生労働省
(健康・生活衛生局生活衛生課）
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課・貨物
流通経営戦略室）
環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

〇 生産性向上支援策・人材確保支援策を講じていると記載されました分野、業務の所管省庁は、当該分野、業務が活用している支援策の事業名・
事業実施年度、事業の実績（予算額・実績額・活用した事業者数（実施件数）等について、共通の記載フォームに一覧にしていただけますでしょう
か。

○ 生産性向上のための取組・国内人材確保のための取組の記載に、業界としての取組とともに、業界団体に属する個者が実施している取組（求人
募集広告以外）についても記載していただけますでしょうか。

○ 人手不足の状況の記載には、危険な事業所、劣悪な環境であるが故に人手不足との記載が見られますが、特定技能外国人を危険な目に遭わせ
る、⽇本人が従事したがらない環境下で就業することが前提であるような分野・業務が複数あるように思います。加えて、この内容を踏まえれば、
国内人材確保のための取組、職場環境・就業環境・作業環境の改善に資する取組をまず行うべきだと考えます。新たに追加しようとする分野（リネ
ンサプライ、物流倉庫、資源循環）においては、⽇本人の雇用が進まない、いわゆる３K職種に該当してしまう業務があり、外国人のスキルアップ
というより、外国人の力を借りないと、地域社会の環境や経済に支障が出ると想定される業務であるのも現実です。そのため、特定技能外国人、育
成就労外国人を必要最小限受け入れながらも、同時並行して、支援策として実施している、生産性向上のための設備投資、省力化投資、人的投資を
行い、外国人のスキルアップと⽇本人の雇用を進めていただきたいと考えます。特に設備投資等への助成策（支援策）と今回の特定技能制度及び育
成就労制度がミスマッチとならないよう、事業の実施と併せて検証を重ね、分野の追加等を行うことが適切なのではないでしょうか。

佐久間委員

2 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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12 全般 全般 制度所管省庁

○ 各分野及び既存分野において新規に設けようとする業務区分については、当該業務について対象化の要請を受け、相談・交渉を行っている業界
団体名（複数団体の場合も個々に）、業界に属する事業者数と当該業界団体に加入している事業者数（大企業と中小企業の比率）、省庁の担当課を
一覧表にしていただければと存じます。

○ 併せて、対象を広げようとする業務が多く全体を俯瞰しにくいので、既存分野・業務と、今回追加しようとする業務を一覧にしていただければ
見やすい表になると存じます。

佐久間委員

14 工業製品製造業 全般
経済産業省
(製造産業局総務課）

〇 現在提案されている「工業製品製造業分野」における業務追加（プラスチック成形、金属表面処理、パレット製造、航空機部品加工など）は、
いずれも技能実習制度に従来含まれていた職種から拡大しようとするものだと思います。業界団体は「省人化の困難さ」や「高温・臭気・夜勤の敬
遠」を理由に人手不足を強調していますが、会員企業の実態を見ると、大手化学メーカーや中堅製造業が中心で、設備投資や処遇改善を十分に行え
る体力を持ちながら支援策の活用や本格的な雇用改革には踏み出していない中小企業が多いのが現実だと思います。実際にどれだけの会員企業が国
の省力化補助金やものづくり補助金を利用し、改善を図ったかは明⽰されていません。

〇 さらに、「少量多品種で自動化が困難」という主張は、改善努力を困難化させる口実として機能していないか慎重に検証する必要があります。
業界全体での課題を理由に一律に外国人受入れを認めるのではなく、個別企業の取組実績に基づく選別受入れと、外部による実効的な監査体制の整
備を前提とすべきであると考えますが、いかがでしょうか。

○ 当該分野の追加判断に当たっては、①中小企業への補助金申請支援体制の整備、②賃上げ・処遇改善の実施状況、③国内若年層・高齢者向けの
就労の効果検証、④労働災害・健康被害リスクへの対応体制など評価を行うことが必要だと考えます。

佐久間委員

佐久間委員13 リネンサプライ リネンサプライ
厚生労働省
(健康・生活衛生局生活衛生課）

〇 【生産性向上のための取組 】において、「個々のスキルアップのための研修、マルチスキル化の推進等、スタッフの技能向上を促すととも
に、・・・」との記載がありますが、外国人労働者の”慣れ”から来る技能スキルアップに過ぎず、効率化は理解できるものの、研修とマルチタスク
により、生産性の向上が図られることはあまり考えられないのではないでしょうか。

〇 主要業務、関連業務について記載がありますが、障害者雇用の促進により、十分対応できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。業界
団体に所属する企業のうち、大企業と中小企業の会員数及び比率を御教⽰いただくことは可能でしょうか。そのうち、各社ごとの年間連続して（１
２カ月）ハローワークに求人募集している企業数と、障害者の法定雇用率を把握していれば御教⽰いただくことは可能でしょうか。

〇 リネンサプライ業は、ホテル・医療施設等からの発注があり、従事している多くが中高年や非正規で占められてきています。作業は３Ｋ的であ
り、⽇本人離れが進む中、技能実習生に依存することが定着している傾向にあるのではないでしょうか。今回の制度追加に向けて、業界は「観光需
要への対応」「マルチスキル化」「省人化」などの取組みをあげていますが、実態としては国の補助制度（省力化補助金、ものづくり補助金、持続
化補助金等）を活用した設備投資、従事者の賃金引上げなど待遇改善が中小企業にまで浸透しているとはいえないと存じます。セミナーやＰＲによ
る“努力実績”は形式的で、実質的な労働環境改善に踏み込んでいない点が問題ではないでしょうか。

〇 こうした中で特定技能外国人、育成就労外国人等外国人の受入れが進んでいくと、外国人に頼った分野体制のままとなってしまうものと推察さ
れます。業界としてまずは、⽇本人が安心して働けるよう、労働条件の透明化、機器導入への支援策の活用、そして、労働者のキャリア制度の構築
など体制強化等に力を入れるべきであり、まずはこれらの努力をした結果として、それでも人材が確保できない場合に限定的に受入れを検討すべき
ではないでしょうか。

3 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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15 工業製品製造業 縫製
経済産業省
(製造産業局総務課）

（業務区分の追加）
〇 タオル製造やカーテン縫製の追加業務は、いずれも繊維・縫製業に共通する「３Ｋ労働＋低賃金＋属人的技能」という課題がある業務です。業
界団体はＤＸや設備更新を掲げていますが、実際には大企業の縫製部門や外注化比率の高い企業が中心で、中小縫製企業には設備投資余力も補助金
等の申請能力も乏しく、例えばＤＸ管理システム導入のセミナーを開催しても、制度申請や実装まで行う中小企業は限られるのが現実だと思いま
す。

〇 また、タオルやカーテン縫製では家庭内や個人事業主レベルの内職も多く、そこに外国人を入れて行くには雇用主の責任の所在についてリスク
が生じます。業務追加の判断に当たっては、繊維産業の上乗せ要件と同様な条件も設けるとともに、①各社の労働環境の一定基準化、②制度活用と
設備投資率を条件に厳格に行うとともに、受入れ企業の実態把握を行い、安易な制度拡大で労働市場の質が下がることのないよう、業界団体又は第
三者会議による厳格な審査をお願いしたいところです。

佐久間委員

16 工業製品製造業 生コンクリート製造
経済産業省
(製造産業局総務課）

○ 人手不足の状況の記載について、単に「中小企業が多いことから」というのは、業界や個別企業に失礼ではないでしょうか。
〇 生コンクリート製造はＪＩＳ規格に基づく品質管理と早朝出荷が特徴で、早朝勤務を理由に人材確保が困難とされます。しかし、業界団体によ
る人材確保策は「資格取得講習会の実施」程度にとどまり、処遇改善や勤務体系の見直しに踏み込んだ対策を行っていないのではないでしょうか。
一方、大手プラントや協業組合ではＡＩによる流動性測定や機械化が進んでおり、資本力の差によって改善努力が分断されています。

〇 業界全体の構造的課題を整理せずに、特定技能外国人を拡大しようとすることは、結果として中小企業が安易な労働力補てんを行うことと同一
です。外国人を受け入れる前に、①交代制導入や就労時間調整による職場環境整備、②補助金活用の徹底、③資格取得と賃金上昇を連動させたキャ
リア制度の構築、④事業所別の努力状況の「見える化」が必要であり、それらを怠る事業者への安易な特定技能外国人及び育成就労制度の活用は避
けたほうが良いのではないでしょうか。

佐久間委員

佐久間委員17 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

〇 業界団体に所属する大企業と中小企業数及び比率を御教⽰ください。そのうち、年間連続（１２カ月）してハローワークに求人募集している企
業数と、障害者の法定企業率を把握していれば御教⽰ください。
〇 主要業務、関連業務について記載がありますが、障害者雇用の促進により、十分対応できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。ま
た、高齢者の活用は、各企業どのように進めているのでしょうか。
〇 物流倉庫における庫内作業の省人化・省力化を図るため、国土交通省において、倉庫業者や貨物自動車運送事業者に対して、業務効率化に資す
る自動化・機械化機器の導入やシステムの構築・連携を支援していらっしゃいます。首謀する業界団体に所属する倉庫業者だけでもよいのですが、
本支援事業は業界に属する個者に対して、どのくらいの比率で実施されているのでしょうか。希望する倉庫業者に支援して、その効果を見てから外
国人材も入れるのでも良いのではないでしょうか。支援策を活用していないということは、自己負担金が多く利用できないとも言えます。定年を迎
えた方の活用や、支援事業の利用、あるいは、障害者なども活用することをまず考えることが⽇本人にお金が回る仕組みになるのではないでしょう
か。
〇 業界団体自身も、自動化機器・システム等の導入に対する支援を行っていると存じますが、物流倉庫業は、非正規比率が高く、給与（時給）水
準は地域最低賃金レベルにとどまるなど、⽇本人が定着しにくい問題となっているようです。制度追加に当たって業界側は、自動化機器の導入やマ
ルチスキル化の推進、職場の魅力発信を主張していますが、それらは主に大手・一部先進企業の取組みにとどまり、中小企業や下請け現場では改善
が遅れていると考えます。外国人を受け入れることで、職場環境の改善につながるＩＴを含めた設備投資を行っていただく必要があるのではないで
しょうか。
〇 当分野は、業務内容が「単純作業化」しているにもかかわらず、⻑時間拘束や変則勤務が常態化している点も若年層が集まらないといえます。
外国人の受入れを制度化すれば、待遇改善や業務設計の見直しが後回しとなり、結果的に“安価な外国人労働力”依存の構造がそのまま残ることにな
りかねません。まずは賃金水準を引上げ（底上げ）、正社員化の推進、荷主企業を含めた業界横断的な処遇改善方針の策定など、⽇本人雇用に向け
た制度的・構造的改革を進める必要があるのではないでしょうか。

4 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表



項番 分野 業務区分 省庁 質問・意見 委員名

令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定産業分野及び育成就労産業分野（業務区分）に対する有識者会議構成員からの質問・意見【事前質問】一覧 第４回会議 机上配付資料②

20 工業製品製造業 電気電子機器組立て
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２の49ページに「航空機産業関係」の「業務内容」にワイヤハーネス製造について記述がありますが、同ページの「自動車・同附属品製造業」
においてもワイヤハーネス製造は対象になるのか。

末松委員

21 欠番

22 全般 全般 制度所管省庁
業務区分を細かく分けることは、実質的な転籍制限となるため反対です。技能実習法改正の有識者会議の際に、一定の幅を持った業務ができるよう
にすべきとなったはずですし、狭い区分で同じ仕事をずっと続けさせることは働く人の心を蝕むと思います。

冨田委員

23 自動車整備 全般
国土交通省
(物流・自動車局自動車整備課)

上記理由から、自動車整備と車体整備を切り分けるのには疑問があります。車体整備士と自動車整備士の資格は異なるということですが、自動車修
理の現場では⽇本人でも別の人が対応しているのでしょうか。そうでないなら、切り分けることにより、却って現場の運営を難しくするようにも思
います。

冨田委員

18 飲食料品製造業 飲食料品製造業
農林水産省
(畜産局食肉鶏卵課）

（産業分類の追加）
〇 現場の実態として外国人、⽇本人の給与水準と比較するとどの程度の格差や水準なのでしょうか。賃金水準については、最低賃金は当然に超
え、⽇本人の水準に引き上げるよう検証が必要だと思います。未だ最低賃金水準又は近傍に近いのであれば、⽇本人の賃金が上がらない懸念があり
ます。業界全体に適用される上乗せ基準も必要なのかもしれません。

〇 特に、商業施設のバックヤードやスーパー併設の精肉加工場などは、技能育成、安全衛生、通訳の体制整備なくして制度拡大は危険だと考えま
す。精肉製造が、技能実習制度で対象外と考えられる食肉小売店の精肉製造と混同はしないのでしょうか。支援策の実績や労働時間短縮の実現度に
関する客観データも⽰されていないことから、数値データを提出していただきたいと存じます。何か把握されているデータはあるのでしょうか。

〇 「人が集まらないから外国人」を入れたいだけでなく、制度の正当性を担保するには、まず中小店舗への助成制度の使途、雇用実態の開⽰を義
務づけた上で、限定的導入を慎重に検討すべきであります。

佐久間委員

19

〇 当分野に存する資源循環を営む企業には、現在もすでに外国人を雇っている事業者がいると存じます。会員企業等、すべての事業者において、
在留資格別の外国人雇用者数を企業ごとに出していただきたいと存じます。首謀される業界団体の構成メンバーのみでも結構です。

〇 不法就労外国人、労働法違反の懸念が多い分野でもありますことから、入管庁による年一回の監査指導、業界団体又は特定の登録支援機関に委
託事業として、３カ月の一回の検査、労働者との面談を義務付けるよう配慮をお願いいたします。

〇 資源循環分野は、廃棄物処理など重要な社会基盤でありますが、現場では危険、かつ、重労働が多く、待遇も他産業と比較して見劣りするた
め、⽇本人、特に若年層の就労が進まないのが実態だと存じます。業界は「再資源化の高度化」「ＩＣＴ導入」「女性・高齢者の雇用促進」などを
訴えていますが、これらの取組は一部事業者に限られており、業界全体での省力化投資や人材育成体制の整備は不十分であります。加えて、過去に
は技能実習生に対する不適切な就労環境の報告もあり、労働安全・衛生管理の実効性確保が最大の懸念点であります。女性が働きやすい職場づくり
として、環境整備に関する事業を行っているとのことですが、どのような事業を実施し、広がっているのでしょうか。

〇 制度追加の前提として、①最低限の安全基準を担保できる事業者のみを認定する仕組み、②外国人に対する職業教育・通訳支援の義務化、③賃
金やキャリア形成に関する報告義務などを制度化し、国が監督責任を果たす必要があるのではないでしょうか。⽇本人の確保に最大限努力した上
で、それでも限定的に補完が必要な業務にのみ外国人を受け入れるべきだと考えます。

佐久間委員

制度所管省庁
環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

廃棄物処分業（中間処
理）

資源循環

5 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表



項番 分野 業務区分 省庁 質問・意見 委員名

令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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24 自動車運送業 全般
国土交通省
(物流・自動車局旅客課）

バス・タクシー運転者の⽇本語能力要件を緩和するのは、反対です。事前の説明では、外免切替から、20か国語で2種免許を受験し、特定技能評価
試験は⽇本語で受験するということでした。その程度で、旅客を乗せる安全性を確保できるとは思えません。法律相談で様々なレベルの⽇本語力の
方に接しますが、「あなたの状況を説明し、困っていることを教えてください」と求めた時に、N3の人でも込み入った内容を教えてもらうことは難
しく、N4は通訳なしでは不可能です。
イレギュラーな事態に対応できるのが、旅客を乗せるドライバーの仕事のはずです。遠隔地については、国土交通省が補助金をつける等して、ドラ
イバーの運転手の待遇を上げて人材の確保を図るべきではないでしょうか。道がそれほど単純だというのであれば、自動運転の導入を検討するとい
う方法もあるはずです。外国人も旅客も、両方が不幸になると思います。
また、2種免許を取るまでの費用を⺠間会社に全部負担させ、免許を取れた後はどこの会社に転籍するのも自由というのは、労働者側からすれば理
想でしょうが、実際はトラブルの温床になると思います。特定技能では、来⽇する前は大盤振る舞いの条件を提⽰し、来⽇後、労働者本人が衣食住
を全て雇用主に依存する状態になってから、各種費用を請求するという例が見られます。その際に雇用主は「恩」や「貸し」と言った言葉で、事前
の説明や合意がないことを正当化しようとします。2種免許を取ることは本人に将来大きな利益を持たらすものなので、一定の費用を負担させるこ
とは問題ないと思います。諸費用を来⽇前に説明し、契約の自由のある状態で、合理的な契約を結び、現場で使いやすいものにするべきだと思いま
す。

冨田委員

25 飲食料品製造業 水産加工業
水産庁
(漁政部加工流通課）

項番22に記載の理由から、飲食料品製造業から水産加工業を切り分けるのには反対です。水産加工が海沿いの地域中心の産業であり、そこに人材確
保をすることの必要性は理解しますが、待遇改善を図ることにより定着を目指すべきです。技能実習生を入れた結果、労働現場の意識改善やイノ
ベーションが遅れたことを繰り返すべきではありません。鰹節製造の技能実習生が、特定技能外国人となり肉加工の食品製造工場で何の問題もなく
働いている例もあります。育成就労の3年間で学べる内容は高度に専門的なものではなく、安全衛生や食品衛生の範囲にとどまるので、特定技能の
業務区分を分ける理由は乏しいと考えます。

冨田委員

26 全般 全般 制度所管省庁
資料１・資料２
今回、「既存の特定産業分野・業務区分」及び「新たに追加等を行う分野等」の資料が⽰されたが、拙速に議論を進めるのではなく、十分な議論の
時間を確保し、各分野において丁寧に議論を尽くしてから是非を決するよう進めていただきたい。

冨髙委員

27 全般 全般 制度所管省庁

資料１・資料２ （第３回の質問・意見 項番22に対する回答について）
「第４回及び第５回有識者会議の議論に当たっては、・・・３年間の育成イメージを分野所管省庁において検討しお⽰ししています。」とあるが、
今回十分に⽰されていない。キャリアパスや必要なスキルなど、育成就労制度の3年間で技能を修得していく育成イメージを明確に⽰していただき
たい。

冨髙委員

28 全般 全般 制度所管省庁

資料１・資料２
【資料内の取り組みの記載について】以下の項目を各分野統一で記載いただきたい。
・生産性向上及び国内人材確保の取り組みの結果や成果のデータ
 （取り組みを十分に行ってもなお人手不足であり外国人を受け入れる必要があることが読み取りにくい）
・女性や高齢者の人材確保の取り組みと結果のデータ
・処遇改善（賃上げや賃金水準の変化など）の取り組みと結果のデータ

冨髙委員

29 全般 全般 制度所管省庁

資料１・資料２
【安全衛生対策・労災リスクについて】
・外国人労働者が安心して就業するためには、安全衛生対策の取組が十分になされ、労災リスクを低減しているかどうかが非常に重要である。資料
１において、業務区分ごとの労災発生率が⽰されたが、労災リスクが高い危険な業務内容の確認や、各業務区分における安全衛生対策の取組を追記
いただきたい。
・また、労災発生率などに応じ、受け入れ可能な事業者を、取組を十分に行っている事業者に限定することや、安全衛生教育を理解するに必要な⽇
本語要件などの上乗せ要件を検討すべき。

冨髙委員

6 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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30 全般 全般
制度所管省庁
経済産業省（製造産業局総務課）

参考資料２
例えば家具製造など、⽇本人労働者も受験している技能検定などが整備されている区分については、そうした検定制度に基づいた筆記・実技試験に
より知識・技能の修得を判断すべきである。

冨髙委員

31 工業製品製造業 全般
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料１ｰP６
「女性及び 65 歳以上の者の比率は、平成 29 年には約 32.6 ％であったのに対し ､ 令和３年には約 32.7 ％に微増している。」とあるが、女性及び
65歳以上の者の、それぞれの比率の変化を⽰していただきたい。

冨髙委員

32 工業製品製造業 全般
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２・参考資料１
工業製品製造業分野全般の記載について、
・参考資料１ｰP102「プレハブ製造」の記載「工場が主に郊外にあり人材が集まりにくい」など、外国人労働者を受け入れる必要性の理由が不十分
かつ適切ではない記載が多いため精査いただきたい。
・参考資料１-P104など、「業種の地域的偏在性」の記載があるが、具体的に⽰していただきたい。地域において求人がうまくいっている成功例を
もとに対策を実施すべきである。
・工場の近隣の同程度の身体負荷の業種と賃金水準を比較し、その水準が低位である場合、より抜本的な対策が不可欠であり、そうした対策をせず
に、安易に外国人労働者の受入れを進めるべきではない。

冨髙委員

33 工業製品製造業 電線・ケーブル製造
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２-P34（参考資料１ｰP101）
「設備の巻き込まれや感電、やけど等の危険性が発生する」ことを理由に「人材確保には年々厳しさが増す傾向」であれば、なおさら⽇本語の理解
も十分でない外国人労働者を受け入れることは極めて慎重に検討すべき。まずは、労働災害の予防を徹底的に実施し、⽇本人の人材確保を優先すべ
き。危険に対する施策が十分でない中で、「⽇本人が集まらない」ことを理由に、特定技能外国人の受入れを進めること自体が問題であり、まずは
就業環境の整備が不可欠。特定技能外国人労働者の受入れは、業所管省庁と業界団体とも協力して、労災の発生率を低減させ、それでも⽇本人が集
まらないという局面で改めて受入れを検討すべきであり、現時点で検討する必要はない。

冨髙委員

34 工業製品製造業 生コンクリート製造
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２-P39（参考資料１-P106）
「中小零細企業であり就業に不安を感じる」と思われる分野に外国人労働者を受け入れることは理由として不適切ではないか。まずは業界としてそ
うした不安を払しょくする努力をすべきである。また、経済産業省としてどのような対策を講じているのか明らかにしていただきたい。

冨髙委員

35 工業製品製造業 縫製
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２ｰP56
繊維産業では、外国人技能実習制度における法令違反（最低賃金・割増賃金等の不払い、違法な時間外労働等）が多く指摘されており、2018年に
「繊維産業技能実習事業協議会」が設立され、外国人技能実習の適正な実施等のため、取組を行っていると聞いている。しかし、いまだに違反する
事業場が後を絶たず、令和５年の監督署による監督指導・送検においても、割増賃金の支払いや年次有給休暇の支払いの違反が多いことから、業所
管省庁も含め、これまで以上の取組が不可欠である。さらに、タオル製造業については、悪質な実態が何度か報道されており、こうした状況を踏ま
えると、タオルやカーテンを新たに追加することについて、極めて慎重に検討することが必要である。

冨髙委員

36 航空
空港グランドハンドリ
ング

国土交通省
(航空局航空ネットワーク部航空ネット
ワーク企画課）

資料２-P58
空港グランドハンドリングの業務には、危険性の高い燃料取扱業務など危険物の取り扱いや、旅客等輸送業務などの人の命に関わる業務が含まれて
いる。危険物取扱の資格取得などを含め、外国人労働者のスキルアップ内容や業務内容については精査が必要。

冨髙委員

7 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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37 鉄道 駅・車両清掃
国土交通省
(鉄道局技術企画課）

資料２ｰP42
駅・車両清掃の業務は、他の鉄道分野の業務（整備や製造）と比べ、業務の性質などが大きく異なるため、鉄道分野の中に位置づけるのではなく、
別の類型として位置付けるべきではないか。

冨髙委員

38 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

資料２-P31
「賃金カーブが維持できる限界まで賃上げし」とあるが、新卒だけでなく全体の賃金を引上げることで、離職率の低下や人材獲得につなげるべきと
考える。処遇改善の状況について追記いただきたい。

冨髙委員

40 飲食料品製造業 水産加工業
水産庁
(漁政部加工流通課）

資料２-P61
水産加工業は魚の解体など労災の危険度が高い。また、農水産業従事者は労働基準法の適用除外となっている。今回水産加工業を切り分けること
で、これまで以上に業務の魅力をPRし、外国人労働者に選んでもらうことが必要になる。そのためには、労災防止の取り組みや、労働基準法の適用
を検討し、安心して働ける職場環境を整備していくことが重要。

冨髙委員

41 資源循環 全般
環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

資料２-P32
産業廃棄物処理業における労災件数は年々増加しており、2023年には1,526件もの労災が報告され、労災発生率も5.76と高い中で、参考資料1-P18の
労働安全衛生の取組においては、安全衛生委員会の設置やヒヤリハットの報告など、義務的な取組や、一般的な取組に留まっている。⽇本語の理解
力が十分でない外国人労働者の受入れを検討する前に、外国人労働者の保護のために、受け入れ可能な事業者の要件として、優良産廃処理業者認定
事業者であることに加え、労働安全衛生マネジメントシステムの認証取得など、労働災害の低減に向け実効性の高い取組を行っていることを上乗せ
要件とすべき。

冨髙委員

42 資源循環 全般
環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

資料２-P32（参考資料１-P98）
市町村の一般廃棄物処理計画に基づく事業者は、どのような基準で選任されているのか確認したい。仮に、市町村によって選任基準にばらつきがあ
るとすれば、上乗せ要件としては適切ではない。

冨髙委員

43 全般 全般 制度所管省庁

資料２−１、２−２
特定産業分野の外国人の受け入れについては、その産業分野における生産性向上の取組、国内人材確保の取組を行った上で、なお不足する人材を外
国人によって確保するものと認識しているところである。その判断のため、生産性向上の取組、国内人材確保のための取組について大企業、中小企
業を含む業界全体での普及状況を⽰していただきたい。また、そのような取組を行ったことによってどのような効果があったのか、あるいはなかっ
たのかを⽰していただきたい。

花山委員

39 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

資料２-P31（資料１-P25）
・営業倉庫に限定すると有効求人倍率は2.54とのことだが、資料１の労災発生率についても営業倉庫に限定した数値なのか。
・物流倉庫における安全衛生対策はどのようなことを行っているのか。重機の操作や高所作業での転落・墜落、重い荷物の移動、熱中症など、労働
災害も少なくない。外国人労働者の受入れを検討する前に、まずは、リスクアセスメントを実施した上で事故発生リスクを低減し、労災の発生率を
引き下げる必要があるのではないか。
・特に、受け入れ可能な事業所の中に「倉庫業者が業務委託した事業者」があるが、安定的な業務の確保や、安全衛生を含む元請側との責任範囲、
時期・季節による業務量の変化など、雇用の継続の観点から懸念がある。
・また、流通加工の業務については、作業内容が他の業務と大きく異なり、ケーブルのカットやコネクタ取り付けなどが含まれ、製造や加工分野に
近いことから、物流倉庫の対象業務とすることは適していないのではないか。

冨髙委員

8 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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44 全般 全般 制度所管省庁

資料２−２
国内人材確保の取組として、賃上げ、新規採用、中途採用、女性、高齢者の雇用、再雇用などの記載が多く見られるが、これらは、我が国の多くの
産業分野において取り組んでいることであり、当然のことと思われる。それらのことを実現するために業界として、特徴的に取り組んでいることを
⽰していただきたい。

花山委員

45 工業製品製造業 定形耐火物製造
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２−２ 37､38ページ 業務区分 定形耐火物製造､不定形耐火物製造
 定形耐火物製造と不定形耐火物製造とでは､修得する技能に大きな差がないように思える。二つの業務区分に分けて追加する理由を⽰していただ
きたい。

花山委員

46 工業製品製造業 かばん製造
経済産業省
(製造産業局総務課）

資料２−２ 41ページ 業務区分 かばん製造
 有効求人倍率1.93は､他の分野と比べて低いと思われるところである。それでも追加を行う分野とする理由を⽰していただきたい。

花山委員

47 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

資料２−１ 31ページ（物流倉庫）
【受入れ可能な事業所】
「今後の業界のあるべき姿も踏まえた絞り込みの必要性」との記述のうち､「あるべき姿」の具体的な目標を⽰していただきたい。また、受入れ機
関を「絞り込む」とは、受入れ機関を倉庫業者、倉庫業者が業務委託した事業者、貨物自動車運送事業者のうちから一部を除外するとの理解でよい
のか。その場合、「あるべき姿」と併せて、その理由を⽰していただきたい。

花山委員

48 資源循環
廃棄物処分業（中間処
理）

環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

資料２−１ 32ページ（資源循環）
【受入れ可能な事業所】
いわゆる上乗せ要件に関わることではあるが、外国人が安心して就労できるよう、受入れ可能な事業所は優良産廃処理業者に限ること、また、災害
発生率の高い事業所、行政処分を受けた事業所は、受入れ可能な事業所から除外など､導入当初は厳しめに運用してはいかがか。

花山委員

49 全般 全般 制度所管省庁

既存業務区分の「切り分け」（業務区分の細分化）の検討に際しては、技能実習制度から育成就労制度に改変する趣旨を再度確認した上で議論する
ことが必要。技能実習制度では業務区分が細分化され過ぎたために、外国人の多能工化やキャリアアップが阻害されることとなった反省から、幅広
い業務区分で技能を磨くことができる制度として育成就労制度を整備した。また、外国人の人権を一層保護するとともに、受入れ機関自らが労働環
境・待遇を改善する自助努力を促すために、転籍も柔軟化した。業務区分を細かく分けることで、転籍に制限が生まれ、受入れ機関が自助努力で労
働環境・待遇を改善するインセンティブを損なうことにつながりかねない。改革の理念が形骸化すれば、技能実習制度の実態が趣旨から乖離したこ
とが再現されかねず、抜本的改革につながらない。諸外国からも見せかけの改革と捉えられないよう、既存業務区分の「切り分け」は慎重に判断す
べき。特定の業務区分に特化した専門人材を育成したいのであれば、技能評価試験において（選択式で）特定業務区分の技能を測れば足りると考え
られる。

堀内委員

50 全般 全般 制度所管省庁

特定産業分野や業務区分追加等の検討に際しては、特定技能の制度趣旨を踏まえつつも、有効求人倍率だけでは測れない人手不足の状況等も含め、
現場の状況を丁寧に調査し、産業競争力や社会インフラの維持、強化の観点からも必要な業務区分については受け入れていくべき。
その際には、生産性の向上や国内人材確保のための取組を積極的に行っている優良な受入れ機関のみが、制度趣旨を踏まえて適切に受け入れられる
よう、各分野において業界団体とも連携し、必要な制度設計を検討すべき。生産性の向上や国内人材確保のための取組を十分に行っていない機関
が、外国人雇用に安易に頼ることのないようにすることが必要。

堀内委員

9 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表
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山脇委員51 自動車運送業 全般
国土交通省
(物流・自動車局旅客課）

バス・タクシー運転手に係る⽇本語能力要件の緩和に関し、以下の（１）〜（１５）の各事項について、事実及び見解を明らかにされたい。
（１）「バス・タクシー運転手に係る⽇本語能力要件（案）」の「見直し案」における「⽇本語サポーター」の明確な定義及び要件を明らかにされ
たい。法令上に定義規定がない用語である以上、定義等を明らかにして特定する必要がある。「乗客対応に関する必要な指導を受けている者」に当
たるか否かは、各事業者が任意に判断するのか。
仮に明確な定義・要件なく各事業者が任意に判断するのであれば、運転手本人の⽇本語能力要件緩和に係る許容性としての安全性や緊急時対応能力
の客観的担保としてほとんど意味がないこととなる。
（２）「⽇本語サポーター」は、「乗客対応に関する」指導を受けていたとしても、二種免許を取得しているわけではなく、道路交通法規や緊急時
対応に特に通じているわけでもなく、運転手本人の⽇本語能力要件緩和に係る代替措置（許容性）として不十分ではないか。
（３）自動車運送業分野の分野別運用方針は、２０２４年３月２９⽇に閣議決定され、実際の受入開始は２０２５年１月からである。バス・タク
シー運転手について「従事しようとする業務に必要な⽇本語能力」（上陸基準省令の特定技能１号の項の下欄１号ニ）としてＮ３以上を求めること
を決定した「２０２４年３月以降に」、これを緩和すべきことを正当化するどのような事実が発生したか。
緩和に係る「必要性」と「許容性」に分けてそれぞれ具体的に、「２０２４年３月２９⽇以降に生じた」客観的事情の変更を説明されたい。
（４）⽇本語能力要件を緩和することに係る「必要性」について、離島・半島地域の、「２０２４年３月２９⽇以降の」人手不足状況のさらなる悪
化を客観的に⽰す指標（対象となる離島・半島各地域の有効求人倍率に係る２０２４年３月２９⽇以降の変化等）を具体的に摘⽰されたい。仮に、
対象となる離島・半島地域においてそのような客観的事情の変更がなく、業所管庁として２０２４年３月時点での見通しが結果として甘かったとい
う判断をしているのであれば、その旨を明らかにされたい。

山脇委員52 自動車運送業 全般
国土交通省
(物流・自動車局旅客課）

＜続き＞
（５）⽇本語能力要件を緩和することに係る「許容性」について、離島・半島地域において、「２０２４年３月２９⽇以降に」、交通安全度合いが
上昇したことや、事故時や大規模自然災害発生時などの緊急対応がより容易になったことを客観的に⽰す指標を具体的に摘⽰されたい。仮に、対象
となる離島・半島地域において「許容性」に係る客観的な事情変更がないにもかかわらず「必要性」のみで緩和しようというものであるならば、そ
の旨を明らかにされたい。
（６）「離島・半島地域では、事故時や大規模自然災害発生時における緊急対応を含め、N４の単独乗務でも安全性等が確保され、問題ないといえ
るか否か。」ということについて、道路交通の専門家及び⽇本語教育の専門家からそれぞれ意見を聴取したか。聴取したのであれば、誰から聴取し
たか、聴取時期、聴取の方法（質問・照会内容を含む。）及び聴取結果（意見の内容）をそれぞれ具体的に明らかにされたい。事柄の重要性に鑑
み、道路交通の専門家及び⽇本語教育の専門家それぞれについて、少なくとも３名以上の専門家からの意見聴取が必要であると考えられる。
（７）紀伊半島における奈良交通の「八木新宮（やぎしんぐう）特急バス」の走行距離は、大和八木（やまとやぎ）駅から新宮（しんぐう）駅まで
を結ぶ169.9kmであり、高速道を使わない路線バスとして⽇本一⻑い走行距離である（停留所の数は168、運行時間は片道約6時間半、運転手の交替
なし、その多くが深い山地を走るという過酷な道のりで有名）。この「八木新宮特急バス」は半島振興法の対象地域において運行しているか。
（８）能登半島（能登地域）は、半島振興法に基づき指定され、路線バスも運行している。能登半島地震の際に、短時間で救助に向かうことができ
たか。国土交通省国土審議会半島振興対策部会による「中間とりまとめ」においては、能登半島は、「半島地域の中でも比較的交通インフラの整備
が進められてきていた地域」でありながら、「今般の地震では、地震の揺れや津波による被害に加え、代替ルートが少ない山がちな半島の先という
特性から、道路や港湾等の大規模な損壊、ライフラインの寸断・途絶等甚大な被害が発生、集落の孤立も大きな課題となった」と記載されている。
緊急時対応は、交通事故発生時だけでなく、大規模な自然災害の発生時などにも必要となる。これらの自然災害等の発生リスクは、離島・半島だか
ら低いということではなく、むしろ、離島・半島の場合、救助等が到着するまでに時間がかかり、運転手自身による緊急時対応の必要性・重要性は
より高まる関係にあるといえるのではないか。

10 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表



項番 分野 業務区分 省庁 質問・意見 委員名

令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定産業分野及び育成就労産業分野（業務区分）に対する有識者会議構成員からの質問・意見【事前質問】一覧 第４回会議 机上配付資料②

53 自動車運送業 全般
国土交通省
(物流・自動車局旅客課）

＜続き＞
（９）２０２３年末の統計として、⽇本人の運転免許保有者数は８０６９万８１５３人、⽇本人運転手による交通事故件数は２７万７７４８件のた
め、⽇本人運転手の場合の交通事故発生率は約０．３４％であるのに対し、外国人の運転免許保有者数は１１６万４５７４人、外国人運転手による
交通事故件数は６９４４件のため、外国人運転手の場合の交通事故発生率は約０．６０％である。このように外国人運転手の場合の交通事故発生率
は⽇本人運転手の場合の交通事故発生率の約１．７６倍となっており、有意に高い。２０２４年末の統計としても、外国人運転手の場合の交通事故
発生率は⽇本人運転手の場合の交通事故発生率の約１．７６倍（⽇本人運転手による交通事故件数は２６万１４１８件、外国人運転手による交通事
故件数は７２８６件）となっており、有意に高い。
外国人運転手と⽇本人運転手とで同じ免許を有していながら交通事故発生率が有意に異なるという上記の統計からすれば、外国人運転手と⽇本人運
転手の属性の大きな違いとして⽇本語能力がある以上、事故を起こすか起こさないかという意味での「運転技能」に⽇本語能力の程度が影響すると
いえるのではないか。そうだとすれば、N３外国人とN４外国人とで「運転技能」は同じである（「安全性の水準について（N３、N4）」）という
検討の前提自体が不合理なのではないか。
また、仮にある地域（例えば特定の離島）での⽇本人運転手・外国人運転手総数の事故発生率が他地域と比べて相対的に低かったとしても、外国人
運転手の場合は、安全性をより慎重に担保する必要があることに変わりないといえるのではないか。
（１０）公益財団法人交通事故総合分析センターによる「ITARDA  INFORMATION交通事故分析レポート」第１３２号によれば、外国人運転者の事
故には、⽇本語が読めないといった外国人という属性も要因となっているとされている。同交通事故分析レポート及び上記（９）の統計に鑑みれ
ば、⽇本語能力の低さは、事故等の緊急時対応のみならず、道路標識や道路交通情報に係る各種案内の理解力等にも関わり、そもそも事故発生率を
高める要因となり得ることも前提として検討する必要があるのではないか。
（１１）特に離島・半島地域においては、当該地域の方言が用いられることが多く、⽇本語能力試験で問われる標準語よりも理解しがたいことを前
提にして検討したか。

山脇委員

山脇委員54 自動車運送業 全般
国土交通省
(物流・自動車局旅客課）

＜続き＞
（１２）「離島・半島における各種状況等について」の「利用者対応」において、「道路の構造上、難しい道路形状ではない。」と記載されている
が、合理的な経験則に反するのではないか。むしろ特に半島地域においては、曲がりくねった道路、幅が狭い道路、急傾斜の道路、悪路、道路照明
が少なく標識や各種案内等を読み取りがたい道が存在する。「道路の構造上、難しい道路形状ではない。」という記載の客観的根拠を明らかにされ
たい。
（１３）「離島・半島における各種状況等について」の「利用者対応」において、「離島・半島においては、営業所との通信手段（無線、携帯電話
等）を確保することにより十分な対応が可能。」と記載されているが、ここでいう「無線」とは免許不要のものを指すものであるか。仮にそうだと
すれば、緩和の対象となる離島・半島各地域を運航する全てのバス事業者の全てのバスについて、免許不要な「無線」による通信手段が完備されて
いることを調査したか。仮に調査したとすれば、いつ、どのように調査したかを具体的に明らかにされたい。なお、離島・半島においては、携帯電
話の電波が通じない地域も多い。
（１４）事故を起こさないように安全に走行することはもちろん、事故発生時や大規模災害の発生時等における緊急対応も運転手の業務内容に含ま
れるところ、半島地域における悪路を含む非常に⻑い走行距離で、支援・救助等のために直ちに駆けつけられない路線に⻑時間、N４の外国人運転
手に単独乗務を命じることは、労働法上求められる使用者の安全配慮義務や就労環境調整義務にも反しうるのではないか。
（１５）人の生命・身体の安全が害された場合は取り返しがつかないことを考えれば、たとえ人手不足状況にあったとしても、安全を犠牲にして安
易な規制緩和を行うべきではない。
安全を担保しつつ運転手の担い手を十分に確保するためには、N３取得に向けた国や自治体等による積極的な支援策の導入こそが求められる対策で
はないか。

11 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表



項番 分野 業務区分 省庁 質問・意見 委員名

令和７年６月１１日（水）第４回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
特定産業分野及び育成就労産業分野（業務区分）に対する有識者会議構成員からの質問・意見【事前質問】一覧 第４回会議 机上配付資料②

55 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

資料２の31頁において、「受入れ機関は、倉庫業者、倉庫業者が業務委託した事業者、貨物自動車運送事業者を対象。就労場所は、倉庫業者、貨物
自動車運送事業者、荷主が管理・運営する施設を対象。」と記載されているが、倉庫業登録をしていない請負事業者も対象となるのか。
請負事業者も対象とする場合、外国人の活動の安定性・継続性を確保する観点から、何らかの要件設定が必要でないか。

山脇委員

56 物流倉庫 物流倉庫
国土交通省
(物流・自動車局貨物流通事業課 貨物
流通経営戦略室）

資料２の31頁において、「今後の業界のあるべき姿も踏まえた絞り込みの必要性を業界団体に相談をしているが、業界団体からは事業者に過度な負
担が生じないものにすべきとの意見がある」と記載されている。
検討されている「今後の業界のあるべき姿」及び「絞り込み」の内容について、それぞれ具体的に説明されたい。

山脇委員

57 飲食料品製造業 飲食料品製造業
農林水産省
(大臣官房新事業・食品産業部食品製造
課）

資料２の61頁に「加えて、特定技能制度でのみ従事可能となっている業務も含めた飲食料品製造業全般に係る必須業務を新たに設定し育成・評価
（３年目試験は特定技能評価試験を活用、１年目試験は新たに育成就労評価試験を整備）＜ Bタイプ＞」と記載されている。
第２号技能実習移行対象職種となっていない菓子製造や乳製品製造を主として行っている事業所は、「飲食料品製造業全般」を必須業務・主たる技
能として選択し、このBタイプの技能試験を受験させるとすることで、育成就労外国人の受入れが認められることとなるのか。

山脇委員

58 資源循環
廃棄物処分業（中間処
理）

環境省
(環境再生・資源循環局廃棄物規制課）

産業廃棄物処理業は危険を伴う業務が多く、労働災害の度数率は他の業種に比べて非常に高い。警察庁から平成26年５月16⽇警察庁丁暴発第232号
「産業廃棄物処理業等からの暴力団排除の推進について」が発出され、環境省の委託事業として「産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための
講演会業務」が継続して行われていることなどを含め、業所管庁、関係省庁、地方自治体及び業界団体等をあげて業界のさらなる適正化に向けた取
組みが進められているが、依然として、コンプライアンス体制に問題があり刑事処分や行政処分を受ける産業廃棄物処理業者も一定数見受けられる
状況である。
上記のような状況において受入対象分野として認めるためには、分野特性に応じた相当程度厳格な上乗せ要件（例えば、労働災害防止、就労環境、
コンプライアンス体制、外国人の⽇本語能力等に係るもの）が必要となる。
参考１の98頁の「優良産廃処理業者認定制度」を上乗せ要件の一部として取り入れることは考えうる。しかし、同制度の認定基準としての「実績と
遵法性」及び「事業の透明性」においては、労災発生は考慮されていない。また、「実績と遵法性」においては、「特定不利益処分」を受けたこと
しか考慮されず、「行政指導」や「要請」を受けたことは考慮されていない。加えて、同制度は優良認定の取消制度が存在しない。そのため、廃棄
物処理法に基づく措置命令を受けてもなお優良認定事業者のままとなっている例もある（福岡県の産業廃棄物中間処理施設に係る排出事業者が行政
処分を受けた事例など）。
従って、上乗せ要件としては、事業者が優良産廃処理業者の認定を受けていることだけでは足りないのではないか。

山脇委員

12 ※分野別運用方針の閣議決定まで非公表


